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日時 平成１６年６月３０日（水）午前９時３０分～ 

場所 中山町農業総合センター ２階 中ホール 



伊 予 市・中 山 町・双 海 町 合 併 協 議 会 

第 ４ 回 協 議 会 次 第 

               日時：平成１６年６月３０日（水）９：３０～ 

               場所：中山町農業総合センター ２階中ホール 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議題 

  （１）協議 

    ① 協議第１７号 新市建設計画（原案）について 

    ② 協議第 ７号 新市の名称について（継続審議） 

    ③ 協議第 ８号 議員定数及び任期の取扱いについて（継続審議） 

 

  （２）その他 

    第５回伊予市・中山町・双海町合併協議会の日程について 

 

４ 閉会 
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伊予市・中山町・双海町合併協議会委員名簿 

 

 氏  名 役職名等 出欠 

○伊予市    

 中 村   佑 市長 出席 

 小 林   茂 助役 出席 

 重 松 圀 右 議長 出席 

 日 野 正 則 議員 出席 

 岡 田 清 満 学識経験者 出席 

 西 岡 義 雄 学識経験者 出席 

 安 田 一 江 学識経験者 出席 

○中山町    

 市 田 勝 久 町長 出席 

 窪 中 修 一 助役 出席 

 井 上 正 昭 議長 出席 

 田 中   弘 議員 出席 

 亀 井 慎 滋 学識経験者 出席 

 高 橋   敏 学識経験者 出席 

 上 岡 幸 子 学識経験者 出席 

○双海町    

 上 田   稔 町長 出席 

 藤 田   稔 助役 出席 

 大 石 寿 淑 議長 出席 

 岡 田 博 助 議員 出席 

 中 嶋 都 貞 学識経験者 欠席 

 矢 野 鎭 男 学識経験者 出席 

 富 岡 喜久子 学識経験者 出席 

○顧 問    

 泉   圭 一 愛媛県議会議員 出席 

 松 岡 誼 知 松山地方局長 出席 
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  坪内主任   定刻になりましたので、ただいまから伊予市・中山町・双海町合

併協議会の第４回会議を開会いたします。 

 皆様、ご起立をお願いいたします。 

 一同、礼。 

 ご着席ください。 

 開会に当たりまして、中村会長からごあいさつ申し上げます。 

 

  中村会長   改めて、皆さん、おはようございます。 

 本日は、第４回の会議、早朝からの開催になりましたが、お忙し

い中を泉県議さん、松岡地方局長さんを初め委員の皆さん方にはご

出席をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。 

このところ、梅雨前線の梅雨の末期で各地で大きな災害が発生を

いたしておりまして、被災を受けた皆さん方に心からお見舞いを申

し上げたいと思うところでございます。１日も早い復旧を願うとこ

ろでございます。 

本日の議題でございますけれども、新市建設計画につきまして、

県ご当局と事前協議をお願いいたしたく、その原案の協議を初め継

続議題となっておりますところの｢新市の名称｣及び「議員定数及び

任期の取扱いに」につきましてもご協議をいただくことといたして

おります。このほか、電算システムの統合業務につきましても、今

後の進め方につきましてご報告をさせていただきたいと考えており

ますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

以上、簡単ではございますが、開会に当たりましてのごあいさつ

といたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。 
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  坪内主任   それでは、ただいまから議題の審議に入りますが、双海町の中嶋

委員さんから所用で欠席される旨、あらかじめご連絡がありました

のでご報告いたします。 

会議の開催につきましては、規約第１０条第１項の規定によりま

して、委員の半数以上の出席が必要となっております。本日は委員

総数２１人に対し２０人の参加であり、半数以上の委員に出席をい

ただいておりますので、本日の会議は成立しておりますことをご報

告申し上げます。また、報道関係者から撮影の申し出がありました

ので、許可しておりますことをあわせてご報告申し上げます。 

なお、規約第１０条第２項に、会長が会議の議長となると規定を

いたしておりますので、会長に議長をお願いいたします。 

 委員の皆様にお願いがございます。ご発言の際に挙手をいただき

ましたら、事務局職員がマイクをお持ちいたしますので、それをご

使用いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議題の進行を中村会長にお願いいたします。 

 

  中村議長   それでは、規約の定めによりまして議長を務めさせていただきま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 議事に入る前に、会議運営規程に基づきまして、本日の会議録の

署名委員さんを指名をさせていただきます。 

 本日は、双海町の矢野委員さん、伊予市の安田委員さんにご署名

をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題の審議に入らせていただきます。 

まず、会議資料のその２の方になりますが、報告でございます。 

報告第１２号新市電算システム統合業務について、事務局から説
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明をさせます。よろしくお願いします。 

 

  北岡主査    資料その２の方の１ページ目、報告第１２号新市電算システム

統合業務について。 

新市電算システム統合業務について別紙のとおり報告する。 

次ページをおめくりください。 

新市電算システム統合業務については、６月１６日にＮＥＣ松山

支店から新市電算システム統合業務に関する覚書の解約申し入れが

あり、３市町にて６月１７日にこれを受諾いたしました。 

よって、合併までの期間などを考慮した新たな基本方針を策定

し、早急に電算システムの統合業務を行う必要がございます。 

今後、新市施行時の業務遂行をトラブルなく円滑に進めるため

に、各市町の現状を踏まえた上で、目指すべき新市の電算システム

とそれの実現のためのスケジュールを明らかにした基本方針を策定

して、統合業務を行っていきます。 

そして、その統合業務を行うに当たりましては、４月８日開催の

第１回法定協議会協議第６号各種事務事業（電算システムの取扱

い）において、新市の電算システムの取り扱いについては、合併時

に電算システムを統合し、住民サービスの向上を図るということで

確認をされておりますので、それにのっとりまして作業を進めてい

きたいと考えております。 

資料の１、基本方針の主な内容でありますが、３市町に導入され

ている既存システムの現状分析、新市電算システムを新規導入にす

るか、既存システムの統合にするかなどの統合方針、どこのシステ

ムを選定するかという選定方針、ネットワークの構築、税や住民記
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録など統合する対象業務の範囲の決定、開発計画、全体スケジュー

ルの策定、システムを構築する上での職員の推進体制の確立などが

基本方針の主な内容となっております。 

次に、２、情報化推進審議会の設置についてご説明いたします。 

これは電算システムの統合に当たりまして、①専門的な意見の聴

取、②民意の反映などの視点を踏まえた検討をするため、専門の委

員により設置するものです。 

（１）の審議会委員の構成につきましては、有識者５人、行政関

係者３人、協議会委員３人とします。有識者につきましては、シス

テム専門分野や企業経営分野などの多角的な視野で審議いただくた

めに、愛媛大学、松山大学、伊予銀行、伊予鉄道、能力開発システ

ム研究所から委員を推薦していただきます。システムの関係者から

は技術面を中心とした専門的な意見をいただき、民間開発の関係者

からは経営的な視点から意見をいただきたいと考えております。行

政の立場としては３市町の助役、また一般住民の代表として３市町

の協議会委員さん各１名ずつに入っていただきまして、策定した基

本方針等がわかりやすいものになっているかどうか等の意見をいた

だきたいと考えております。 

次に、次ページ、資料１を見ていただきたいと思います。 

審議会設置要綱についてご説明をさせていただきます。 

目的につきましては、第１条、伊予市、中山町及び双海町の合併

後における情報化の円滑な推進を図るために設置します。 

所掌事務につきましては、第２条（１）ですが、合併協議会情報

化プラン構想の推進、（２）その他情報化の推進に関することに関

して、検討及び意見具申を行います。 
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第３条の委員につきましては、先ほど申し上げたとおりでござい

ますが、協議会会長が委嘱をするとしておりますのは、３市町の代

表という意味であります。任期は合併協議会という舞台に乗ってお

るために、１つの区切りとして、第４条で合併の期日までとしてお

ります。 

次に、会長、副会長については第５条、各１名を置き、会長は委

員の互選によって決め、副会長は会長が指名し選任をいたします。 

会議については、第６条、会長が必要に応じて招集し、会議の議

長は会長が当たります。 

また、第２項会議の開催では、委員の半数以上の出席とし、第３

項で過半数による表決を規定しております。 

第７条では、必要に応じて関係者の意見を聞くことができるとし

ております。 

庶務につきましては、第８条、協議会事務局としております。 

 

  和田局長   それでは、次の４ページをお開きいただいたらと思います。 

資料２として図がございます。この図によりまして、審議会の位

置づけのご説明をさせていただいたらと思います。大きな丸で合併

協議会と３市町というようにありますので、この協議会と３市町と

の関係をご説明しながら、その中で審議会の位置づけについてもご

理解をいただきたいと思います。 

大きく３つ、組織の関係、それから事務事業の実施の面、また予

算の関係というような３つの切り口でご説明をさせていただいたら

と思います。 

まず最初に、協議会の組織と３市町の組織、特にその下部組織に
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ついては重複する面がありますので、その点について簡単にご説明

させていただいたらと思います。 

資料の方には、協議会の下部組織というのは幹事会までしか出て

おりませんけど、その下にご承知のように１０の専門部会、それか

ら２５の分科会というように業務ごとに分かれております。それぞ

れ業務を担当する３市町の職員、担当者で構成をされておるもので

あります。実質は３市町の職員ということでありますので、３市町

が共同の作業をする、共同の事業をするという面におきましては、

この組織が活用をされます。 

この図で言いますと、左の下の方に部会、分科会という枠があり

ます。それから、右の３市町の丸の中に３市町と、新市システムプ

ロジェクトの中に３市町という枠ありますけども、この３市町の職

員、それから右の下の部会、分科会の職員、これはほぼ重複するも

のであります。部会、分科会といいますのは、ここでは電算部会、

電算分科会、それから３市町の方では電算部会を中心とした電算関

係の分科会、そういうものが入るということで、実質的にはほぼ重

複するものであります。 

それから、これを事務事業の実施という面で見てみますと、合併

協議会においては委員さんにおいて協定項目に関して調整案という

ものを確認していただいております。この調整案が合併に向けた方

向づけということになりますので、それに基づいて必要な事務事業

をしていくということであります。 

例えば、これはほかの業務になりますけども、組織・機構につき

ましては５月の第２回の協議会で調整案を確認していただきました

けども、現在、その調整案に基づきまして３市町の担当者、総務部
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会になりますけども、そこを中心として新市の具体的な組織・機構

の構築作業を現在行っております。総務部会という名で作業を行っ

ておりますけども、この段階では合併協議ということではなくて、

合併準備というようなことで合併期日を目指した作業を進めておる

ところでございます。 

組織・機構につきましても、内容がまとまった段階ではまた協議

会の報告をさせていただくということになろうかと思います。 

この電算統合業務について見てみますと、この調整案は既に協議

会の方で確認をいただいております。それに基づいて３市町の電算

担当者、電算部会を中心として統合業務をしていこうと。合併期日

に向けた共同事業をしていこうというものであります。 

その実施に当たっては、まず電算部会を中心として、基本方針、

統合計画を策定し、それにのっとって事業を進めていこうと考えて

おります。その段階で外部の有識者の意見等を仰ぎたいと考えてお

りまして、そのために審議会を設置しようとしておるものでござい

ます。 

この基本計画、統合計画というものが決定いたしましたら、それ

に従って事業の局面ごとに、また審議会の委員さんからはアドバイ

スをいただきながら進めたいと。 

また、システム選定、それから詳細な仕様とか金額、そういうも

のが決定をいたしまして、契約に必要な準備が整いましたら、各市

町で必要な予算を計上していただいて、議会の承認、議決をいただ

いて契約をするという運びになります。 

この図で合併協議会と３市町のあい中に協定という括弧書きで大

きく書いておりますけども、この協定と申しますのは契約ができる
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段階になりましたら、どこかが代表の団体で契約をすると。経費の

負担割合はどうしようと、そういうようなことを３市町で協定をい

たしまして、それに基づいて事業をしていこうということでござい

ます。契約はその３市町のうちのどこか代表団体が行うということ

になります。３市町の担当者、それから関係業者とでプロジェクト

体制をとって事業に取り組むということになります。 

また、予算の面でもう少し説明をさせていただきますと、今申し

ましたように、３市町の共同事業ということにつきましては、協定

を３市町で結びまして経費の負担割合、あるいは代表団体というも

のを取り決めまして、代表団体が契約をしてその他の２団体はその

負担割合に応じた負担金を代表団体に拠出をするということになり

ます。そのあたりの取りまとめは合併協議の事務局が行うことにな

ると思います。 

こういう予算を計上するという段階で、議会の議決、議会のチェ

ックが働くということになろうかと思います。 

この契約に至るまでの準備作業、あるいは調査、研究につきまし

ては、協議会の下部組織、専門部会あるいは分科会というような組

織、実質的には３市町の職員でありますけども、この組織が活用さ

れまして、３市町から負担されておる協議会の予算で必要な経費に

ついては賄われるということになります。 

そういうことで、この審議会においても庶務は協議会事務局で行

うとしておるものでございます。 

以上のように、審議会の位置づけということにつきましては、こ

のような３市町の共同事業という環境の中で、専門的あるいは多角

的な意見を取り入れながら事業を進めるために設置しようというも
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のでございます。 

 

  北岡主査   それでは、お手数ですが、また２ページの方にお戻りいただきた

いと思います。 

一番下の（４）の検討事項についてご説明をさせていただきま

す。 

これにつきましては、先の要綱第２条の所掌事務に基づく検討事

項について具体的にあらわしたものです。 

まず、１の基本方針の主な内容でご説明した事項について審議を

していただきます。そのほかにもシステムの選定方針の審議、また

採用するシステムが決定いたしましたら、その基本設計であると

か、提示見積が適切であるかどうか、ほか情報化推進計画やセキュ

リティポリシーを策定する際などに、今後システム統合業務を進め

ていく節目、節目で審議をしていただいたらと考えております。 

今後、早急に審議会を開催したいと考えております。審議会にお

いて基本方針についてご審議いただき、まとまりましたら、委員の

皆さんにご報告をいたしたいと思います。 

なお、次回の合併協議会の日程が７月８日ということで、ちょっ

と早急なことからご報告が間に合いかねる場合がございます。その

場合は個別にご報告を差し上げるなどして、何らかの対策を講じよ

うと考えておりますので、その旨ご了承いただきたくお願いしたら

と思います。 

以上で説明を終わります。 

 

中村議長   以上で事務局からの説明が終わりました。 
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ただいまの報告第１２号につきまして、ご質問、ご意見を伺いた

いと思います。 

はい、亀井委員。 

 

  亀井委員   中山の亀井です。 

資料２のフローチャートの審議会の位置づけなんですけども、こ

の図でいきますと審議会は分科会なり部会と打ち合わせを行うよう

な図になるんですが、実際にこういう形での打ち合わせになるんで

しょうか。 

 

  中村議長   はい、事務局。 

 

  北岡主査   実際に部会、分科会が今後策定していくものに対して、審議会の

意見をいただきながら協議を進めていくような形になっていくと思

います。 

 

  中村議長   はい、どうぞ。 

 

  亀井委員   この内容からいって、部会、分科会と打ち合わせでいいのかどう

かという部分があると思うんですよ。かなり重要な部分があります

んで、協議会の事務局なり協議会との打ち合わせという形にしない

と、接点が分科会、部会ではどうかなという気はするんですが、そ

のあたりはご意見はなかったでしょうかね。作成するときに。 

 

  和田局長   先ほどもご説明しましたように、この事業につきましては、事業
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の実施主体が３市町ということで、３市町の事業として取り組む必

要があります。協議会については、その経過を必要に応じてご報告

していくということで考えております。 

 

  中村議長   亀井委員さん、わかります。いわゆる３市町があくまでも主導だ

ということを今、理解をしていただかないといけないと思うのです

が。 

         はい、日野委員。 

 

  日野委員   伊予市の日野です。 

         今回、この審議会を設置するいうことでございますが、私はこの

問題は、この今回の電算問題で１市３町の問題でも一つ端を発した

問題であり、そしてまた大きな問題であったと思いますし、今回の

１市２町におきましても、またトラブルが発生したわけでございま

すが、今回この審議会を設置するということは、もう遅きに失した

のではないかと。もっと早くこれは審議会を立ち上げて、そして真

剣に審議をしてもらうべき性質のものであったのではないかという

ふうに思います。悪く申しますと、泥棒を捕まえてから縄を綯う

と、そんな印象が起こるわけですが、その点につきましてはどのよ

うに考えておられましょうか。 

 

  中村議長   はい、事務局。 

 

  和田局長   ご指摘はごもっともだと思います。しかし、この機会に早速立ち

上げて、今後活用していきたいと考えております。 
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  中村議長   はい、日野委員。 

 

  日野委員   これから果たしてこの問題が期間内にうまくできるかどうか心配

されておる事項でございますので、今後そういったことがないよう

に努力してやっていただきたいと思います。 

 

  中村議長   ほかにございませんか。 

         はい、田中委員。 

 

  田中委員   中山町の田中ですけど、一つお聞きをいたします。 

         先ほど日野委員が言われたことにも関連するわけですけど、今ま

では時間がない、時間がないと言いまして、すべてのことがプロポ

ーザル方式とかいった形の決まった中での今まで押してきたと思う

んですよ。それが今回、これ見ますと、基本方針の内容といたしま

して、既存システムの現状分析ということは、ある程度既存のＯＥ

ＣなりＮＥＣなりに、それから愛媛電算とか、そういったことの各

町村に入っとる中の電算を検討した上での構築ではないかという感

じもするわけです。 

そういった中で一つには懸念をされますのが、プロポーザル方式

という立場の中で、それぞれに問題点があり、技術点、またそれぞ

れの価格点の中でＮＥＣということで決まっておるわけなんです

が、仮にＯＥＣの方を見ますと今までの評価点でおきましては一番

低かったし、価格につきましては約ＮＥＣと見たら１億５，０００

万の高い単価になっております。そしてまた、ほかの愛媛電算にい
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たしましては、ちょっと安うなっておりますけど、それぞれに今ま

で基本としてまいりましたプロポーザル方式をまた基軸とした中で

の考え方にするのか、またプロポーザル方式を採用した場合には、

価格的に大きな差異があった場合には、果たして国の会計監査なり

そこら辺の状況がどうなるかといった問題、これにつきましては先

ほどの説明の中で、すべての選択方法についても検討した中で報告

をするといった経過説明だったかと思いますが、そこら辺のまこと

に透明にしなければならないことが一番不透明な中で判断をした中

がここへ上がってくるんでないかという懸念をしとるわけですが、

そこら辺につきましてはどういう考え方をしておられます。お願い

いたします。 

 

  中村議長   事務局、できる。 

         はい、どうぞ。 

 

電算分科会 

  向井会長    失礼します。電算分科会の向井と申します。 

         今のご指摘いただきました内容につきましては、もう逐一ごもっ

ともな内容だと思うんですけれども、実際今回、私ども基本方針を

策定してこちらの審議会の方にご審議いただくという形になろうか

と思うんですけれども、そのときにまず基幹要件を考えたときに、

当初考えておった内容の電子自治体というふうな部分につきまして

は先送りにする必要があるだろうというのが、まず第一で考えてお

ります。 

         つきましては、先ほど委員さんおっしゃいましたように、既存シ
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ステムの拡張というふうなことを十分視野に入れた上で、二重投資

を避けるというふうなことも踏まえた上で、基本方針を策定しない

といけないだろうというふうには考えております。 

         そうなってまいりますと、業者さんを選定するあるいはシステム

を選定するというふうな形につきまして、プロポーザル方式を採用

するのかどうなのかというふうなことに対する疑問が発生してくる

と考えております。 

         というのが、やはり現況調査をした上でということにはなるんで

すけれども、伊予市、中山町さん、双海町さん入れておられるシス

テムについてのベースといいますか、基本のスタンスが違うという

ふうに考えておりますので、まず基本的なもの、現況を調査した上

でどういった形で業者さんを選定する、あるいはシステムを選定す

るのがいいのかというふうなことについても審議会の上でご審議い

ただいて判断していただけるというふうに考えております。 

 

  中村議長   理解できますか。 

         はい、どうぞ。 

 

  田中委員   ４月の当初には電子自治体としての構築が難しいということにな

りますと、最低限住民票の発行とか、それぞれの固定資産税とかそ

ういった基本的なものについての恐らく最小限の対応であろうかと

思います。考え方としては。そうすることになりますと、果たして

先ほど説明されましたように、既存のシステムを利用した中での応

急的な措置でいくといった感じがするわけなんですが、果たしてそ

れが今後の将来見たときに、それでよいのか。また、４か月のおく



 

 

  発言者               議題・発言内容 

-  - 17

れは実際出ておりますので、それを取り戻すためにといいますと時

間的に問題があるわけですが、新市の将来を見た中でもう一回基本

的にすべてを見直す方法がいいのか、そこら辺の見解をはっきりせ

んことには、あとの将来の構築なり電算システムができないと思い

ます。 

         といいますのが、応急にたちまち４月に合併したときにとりあえ

ずの問題だけを処理するのか、またその点については多少おくれて

も、住民に迷惑かかるけれども、将来見た中で新しい電算システム

をもっていくのかということになろうかと思います。現在の考えで

すと、とりあえず既存の電算システムを利用した中で応急にしてい

こうというふうな感じを受けるわけですけど、そこら辺基本的に新

市にふさわしい電算システムが果たしてそれでよいのかどうなのか

ということを思うわけですが、それにつきましてはどうなんでしょ

うか。 

 

電算分科会 

  向井会長   それにつきましても現況調査を踏まえた上で、私どもが判断した

内容につきまして審議会でご審議いただいて、丸なのかペケなのか

というふうなことについてもご審議いただくというのがスタートに

なろうかと考えております。 

         したがいまして、スタートをどういう形で切るのかというふうな

部分につきましてもご審議いただくというふうな形になろうかと思

っております。 

 

  中村議長   はい、どうぞ。 
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  田中委員   そういたしますと、今までの段階から１段階中へ入りますので、

時間的に忙しいという、そういった懸念も出てくるわけですが、そ

こら辺につきまして、そしたら４月当初には最低のことについては

稼動することを、目的としていくと思うんですが、そうする中でや

はりお金の絡む問題ですので、透明な方法で我々にも、また住民の

方にも理解のできる方法でやっていただきたいと思っております。

審議会という一つの組織も大事でしょうけども、その基本となりま

すことにつきまして、いろんな形でまた報告を受けた中で一つ一つ

判断をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

  中村議長   基本的なことは合併陣屋で最低限のいわゆるつなぎができとると

いうことは、もうこれが条件でございますので。ただ、いわゆる二

重投資にならない方法をいわゆる有識者の先生方にご指導いただく

ということになろうかと思うんですよ。そこらも含めてできるだけ

新しい市の中でＩＴ化を進めていかなければならないわけですか

ら、それに対する基本的なものの方向が間違わないようなご指導を

いただきたいというように考えておるところでございますので、こ

の協議会の中ですべてお諮りすることが、ご報告という形になろう

と思いますけれども、３市町のトップの皆さん方、担当の皆さん方

と十分審議をして、ご指導いただいて方向を見出していきたいと。

時間がない、時間がないいっても、どうしてもこのことだけはつな

げていかなければ合併にはなりませんので、最小限のことはやり遂

げるということになろうかと思います。そのことがしかも重複をし
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ないような、二重手出しにならない方法というものを模索をしてい

かなければならないというのが、今回の有識者のアイデアを借りよ

うということです。 

         はい、どうぞ。 

 

  田中委員   二重投資をしないということを仮に中山の愛媛電算方式が採用さ

れたとしますと、それが続けて随契の形でずんずんずんずんいくと

思いますし、またかえってＯＥＣとまたその方式でいきますと、そ

の随契でまた基本的なものを変えずにいくということは、随契でい

くということになりますので、恐らくおのずとその方向性が今の段

階で予想されますし、考えられますので、そこら辺を私としてはそ

のやり方につきまして一番問題があるのではないかと思ってるわけ

です。 

 

  中村議長   いわゆる合併でございますので、いかにむだな経費を削減するか

の方法になろうかなと思います。全く重複しないことはないとは思

いますけれども、最小限の方法を考えていきたいなという思いでは

おりますが、ちょっとそこら辺事務局説明してください。 

 

電算分科会 

  向井会長   今のお話なんですけれども、基本システムといいますか、例えば

住民票を発行するというふうな業務につきまして、既存システムの

拡張を今回採用しようという話が仮にあったといたします。それの

部分とまた別土俵で電子自治体を進めていこうという話があろうか

と思います。 
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         既存システムにつきましては、市民の方にご迷惑をおかけしない

ような形で進めないといけないと。これにつきましては新市発足ま

でに必ずやらないといけない。その部分と電子自治体にというふう

な形で一まとめにさせていただいているんですけれども、それとは

また別の土俵で動いているシステム、これにつきましては新市発足

でも十分対応できるだろうというふうな形を模索しているというふ

うな形なんですけれども。 

それにつきまして委員さんご指摘のように、随意契約というふう

な形でどんどん走っていくんではないかというふうなご指摘があろ

うかと思うんですけれども、実際問題としましてはそれぞれ構築の

段階で、どういった形にせよ、その業者を選ぶための作業は発生し

てくると考えておりますし、今回業務分担というふうな形で考えた

ときには、もしかしたら逆にその都度、その都度業者を見直す機会

が発生してまいりますので、あるいはもしかしたら今回、スパン、

スパンで検討する時期が発生してまいりますので、その方があるい

はいいのかなというふうに考えられる部分もあるのではないかと思

っております。 

         それと、今ご説明しましたように、部分的に違いますので、二重

投資というふうな部分については極力避けるような形で構築できる

のではないかというふうにも考えております。 

 

  中村議長   はい、どうぞ。高橋委員さん。 

 

  高橋委員   一応これプロポーザル方式で動き始めて、こういうことで汚点を

残したような形になってるわけなんですけれども、あくまでもやは
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り行政は住民対象でございますので、今後、今の検討を始めておら

れるところだと思いますけれども、住民に不安を与えないような形

で逐次公開をしながら、住民に安心をさせるようなことにしていた

だきたいと思うんですよ。何かズルズルといって何をしてるんだろ

うと。普通でも住民はすごくやっぱり行政に対して目を光らせて批

判的なところもあるかと思うんですが、そこら辺のないように汚点

があったらそれを取り返して、新しい、「さすがにそうだな」とい

うふうな形にしてもらいたい。 

         それと、時間がないというのはもうこれはわかり切ってるわけで

すから、最高の努力をしてやっぱり構築していただきたいなと、私

は願っております。要望でございます。 

 

  中村議長   はい。ありがとうございました。 

         ほかにございませんか。 

         いろいろご意見をいただきました。この電算統合につきまして

は、３市町の共同事業ということでありますが、また統合計画がで

きましたらご報告をさせていただくということで進めさせていただ

きたいと考えておりますので、いかがでございましょうか。進めさ

せてもらって結構でございましょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい。それでは、ひとつよろしくお願いをいたします。 

次に、議案でございますが、議案第１０号平成１６年度歳入歳出

補正予算（第１号）について、事務局、説明を求めます。 
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  西岡主任   それでは、お手元の資料その２の方の５ページをごらんいただき

たいと思います。 

         議案第１０号平成１６年度歳入歳出補正予算（第１号）につい

て。 

         平成１６年度伊予市・中山町・双海町合併協議会歳入歳出補正予

算（第１号）を別紙のとおり定める。 

         ということで、次ページをごらんいただきたいと思います。 

         説明に当たりましては、６ページにございます予算書の方を簡単

にご説明させていただきまして、補正内容の詳細につきまして７ペ

ージの資料により詳細をご説明させていただきます。 

         それでは、まず６ページの予算書の方をごらんいただきたいと思

います。 

         まず歳入についてですけれども、第１款第１項負担金、補正前の

額１，９００万円、補正額１００万円、補正後の額２，０００万円

ということでございまして、今回の補正に対する財源につきまして

は各市町の負担金を追加させていただくということでお願いをいた

しております。 

         歳入合計額２，２００万１，０００円、補正額１００万円、補正

後の額２，３００万１，０００円ということになってございます。 

         続いて、歳出をごらんいただきたいと思います。 

         歳出につきましては、第２款事業費第１項事業推進費でございま

すけれども、こちらの方に９４万円、内訳といたしましては報酬１

７万８，０００円、報償費５６万円、需用費３万８，０００円、役

務費１６万４，０００円となってございます。 
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         そのほか予備費につきまして、第３款予備費第１項予備費に６万

円を計上させていただいております。ここにございます括弧書きで

すけれども、下段に書いてございますように、予備費の充用後の予

算額を括弧書きで参考として記載させていただいております。 

         歳出合計額につきましては、補正前の額２，２００万１，０００

円、補正額１００万円、合計２，３００万１，０００円ということ

でございまして、第１号補正予算につきましては歳入歳出それぞれ

１００万円を追加いたしまして、予算総額を２，３００万１，００

０円にするものでございます。 

         それでは、右の７ページの資料の方をごらんいただきたいと思い

ます。 

         まず、市町負担金の内訳ですけれども、これにつきましては規約

に関する協議書による負担割合によりまして、まず伊予市につきま

しては補正額６２万７，８００円、中山町につきましては補正額１

７万８，４００円、双海町につきましては１９万３，８００円、合

計１００万円の負担金の増ということになってございます。 

         続きましてその下、歳出補正予算の内訳ですけれども、この歳出

補正予算につきましては、先ほど新市電算システム統合業務の報告

にありました情報化推進審議会の設置に伴う経費が主なものでござ

います。なお、この情報化推進審議会の経費の算出につきまして

は、８回の開催を予定して積算をさせていただいてございます。 

         それでは、説明させていただきます。 

         第２款事業費第１項事業推進費、まず報酬１７万８，０００円で

すけれども、これにつきましては情報化推進審議会委員さんの報酬

でございまして、協議会委員ということで学識経験者から選任され
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ましたそれぞれの市町から１名ずつ３人選出された委員の皆様に対

する報酬でございます。報酬の額につきましては、協議会の報酬に

準じまして７，４００円とさせていただいております。 

         続きまして、報償費５６万円、これにつきましては審議会委員の

方の謝礼ということで、有識者５名の方に対する謝礼金とさせてい

ただいております。この謝礼金と報酬と分けさせていただいており

ますのは、まず有識者の方は外部の団体の方であるということで、

意見をいただくというようなこともございますので、報酬とは区別

いたしまして報償費、謝礼ということでお支払いをさせていただく

ことにさせていただいております。謝礼金につきましては１万４，

０００円、この額につきましての根拠といたしましては、役務の対

価という面につきましては協議会に準じまして７，４００円、それ

から交通費、つまり車代、タクシー代を見させていただいておりま

して、６，６００円程度見させていただきまして、合計１万４，０

００円ということにさせていただいております。 

         その次、需用費でございますけれども、消耗品費として資料等の

作成にかかりますコピー料、また用紙代、それと事務用品合わせま

して１万７，０００円、それから食料費といたしまして、審議会時

の飲み物代として２万１，０００円、合わせまして需要費３万８，

０００円計上させていただいております。 

         それから、役務費といたしまして１６万４，０００円、これは通

信運搬費でございますけれども、これはただいま名称の募集をさせ

ていただきまして、それの応募はがきの郵便料金の方の請求がまい

りますので、それの方の経費。それから、審議会の方に対する開催

通知、また資料などの送付の郵便料などを上げさせていただいてお
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ります。 

         それから、３予備費といたしまして、予備費につきましては前

回、報告をさせていただきましたように、チラシの印刷代で既に１

０万５，０００円程度充用させていただいております。ということ

もございまして、今後も予備費を充用して執行しなければならない

ことがあるかと思いますので、補充として６万円計上させていただ

きました。 

         以上、歳出補正予算額１００万円となってございます。 

         以上、ご説明とさせていただきまして、よろしくご審議をいただ

きますようお願いいたします。 

 

  中村議長   事務局からの説明が終わりました。 

         ただいま議案第１０号に何かご質問、ご意見等受けたいと思いま

す。 

ご意見、ご質問がないようでございますが、この件についてご異

議ございませんか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい。ご異議がないようでございますので、議案第１０号につき

ましては原案のとおり議決させていただきます。 

続きまして、会議資料はもう１冊の方になりますが、協議に入り

たいと思います。 

協議第１７号新市建設計画（原案）についてを議題といたしま

す。 
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事務局に説明を求めます。 

 

  三ッ井次長  それでは、会議資料めくっていただきまして１ページを見ていた

だきたいと思います。 

協議第１７号新市建設計画（原案）について。 

新市建設計画（原案）について、次のとおり確認を求める。 

記以下でございます。 

新市建設計画（原案）について。新市建設計画の原案を別冊のと

おり定めるということでございまして、お手元に配付しております

｢新市建設計画（原案）｣を見ていただきたいと思います。 

第１回合併協議会におきましては、合併に向けたまちづくりへの

基本構想について、第２回協議会では新市まちづくり構想の概要に

ついて、第３回協議会では新市まちづくり構想についての協議をし

ていただきまして、確認をいただいたところでございます。ご確認

をいただきました新市まちづくり構想につきましては、合併後どの

ようなまちづくりが行われていくのか、住民に対して合併後の姿を

具体的に示していくために策定するものでございまして、新しい市

の長期計画としてまちづくりの理念、基本的な方向などを示すもの

として策定をしております。 

また、今回の新市建設計画は、法定協議会で策定される合併特例

法に基づく新市の計画でございまして、新市将来構想に掲げている

まちづくりの案や、１市２町の基本構想などを踏まえまして財源の

裏づけのある具体的な事業を盛り込んだ計画として策定をいたして

おります。 

合併協議会へ提案する新市建設計画（原案）を作成した時点で、
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県の意見を反映しておく必要があるため、本日の協議会への提案以

前に県に対する意見照会を行うことになっております。このたび県

から協議会に対しまして意見照会の回答がございました。県の意見

を反映して修正を加えたものがお手元の「新市建設計画（原案）」

でございます。 

今後、合併協議会の協議を経た建設計画の修正案をもって、事前

協議を行い、その後、最終的には文書による正式協議を９月上旬に

行う予定でございます。 

したがいまして、建設計画の決定までには建設計画の本文の記述

内容に関しまして、県の審査に伴う変更の可能性があることをご理

解いただきたいというふうに思います。 

それでは、原案の目次を見ていただきたいと思います。 

この計画は第１ 序論から、第７ 財政計画までの７つの項目で

構成をしております。事前にお目通しいただいてお気づきかと思い

ますが、本文の記載内容につきましては、一部分を除きまして新市

まちづくりの構想をほぼ原文に近い形で引用しております。まちづ

くり構想が新市建設計画の基礎資料と位置づけられておりますの

で、必然的にこのような形になったわけでございます。 

したがいまして、まちづくり構想で確認いただきました事項に該

当する項目につきましては、審議の重複を避けるために説明を省略

させていただきますので、あらかじめご了承をいただきたいと思い

ます。 

目次にございますように、第１ 序論、第２ 新市の概要、第３

 新市のまちづくりの基本方向、ここまでは、まちづくり構想でご

確認をいただいておりますので、簡単に項目だけのご説明にさせて
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いただきます。第４ 新市の主要施策、第５ 新市における県事業

の推進、第６ 公共施設の適正配置と整備、第７ 財政計画、この

分につきまして少し説明を加えたらと思います。 

１ページでございます。 

第１、序論につきましては、まちづくり構想をほぼ原文のまま転

記しておりますので、内容につきましては省略させていただきまし

て、項目だけを見ていただきたいと思います。 

１で合併の必要性と課題、（１）日常生活の拡大と住民ニーズの

高度・多様化への対応、（２）地方分権への対応、次へいきまし

て、（３）少子高齢社会や環境問題への対応、（４）住民サービス

の充実・向上への対応、（５）行財政の効率化への対応、これ以下

３ページまでにつきましては、項目の入れかえをまちづくりのとき

に比べましてしておりますけれども、記述内容についてはほぼ同じ

ものとなっております。 

２といたしまして、まちづくりの方向性と地域課題への対応、ア

 まちづくりの方向性、イ 新市の活用すべきまちづくりの資源、

ウ 対応すべき課題、という構成にしております。 

次のページでございますが、３、計画の策定方針、これにつきま

しては、まちづくり構想と若干内容が変わっております。 

（１）計画の趣旨でございます。本計画は伊予市・中山町・双海

町の合併後のまちづくりを総合的かつ効果的に進めていくための基

本方針、及びこれに基づく具体的な事業を定め、３市町の速やかな

一体性を推進し、地域の個性を尊重したそれぞれの発展と住民福祉

の向上を図るための方策を示すものでございます。 

なお、この計画に基づくより詳細かつ具体的な内容につきまして
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は、新市において策定する基本構想、基本計画、実施計画に委ねる

ものとします。 

（２）計画の構成でございますが、本計画は新市を建設していく

ための基本方針、基本方針実現のための新市の建設の根幹となる事

業に関する事項、公共的施設の統合整備に関する事項、計画期間中

の財政状況を推計した財政計画を中心として構成をしております。 

計画の期間でございます。本計画期間は平成１７年度から平成２

６年度までの１０年間といたします。ただし、現行税制度及び地方

交付税制度の動向を見極め、具体的施策、概算事業費及び財政計画

については適正な時期に見直しを行うこともございます。 

（４）計画策定に当たっての留意事項でございます。本計画の策

定に当たっては、将来を見据えた長期的、視野に立つとともに、健

全な財政運営に努め、地方交付税、国、県補助金、地方債等の依存

財源を過大に見積もることのないよう留意するものとしていきま

す。 

次ページでございますが、第２、新市の概要、１、位置と地勢、

次のページでございます。２、人口・世帯数、（１）人口・世帯

数、（２）産業別人口。次のページでございますが、３、土地利

用・道路交通体系、（１）の土地利用。次のページ（２）道路、

（３）鉄道・バス、この項目につきましては、まちづくりとほぼ同

様な記載内容となっております。 

第３、新市のまちづくりの基本方向でございます。１、将来人口

の見通につきましても、ほぼ同様となっております。 

１２ページでございます。２、郷
くに

づくりの基本理念、（１）で

は、郷
くに

づくりの概念の設定について、（２）で３市町の現行将来
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像、（３）郷
くに

づくりの基本理念。３、新市の将来像、これにつきま

してもまちづくり構想でご確認をいただいております。 

次のページでございますが、新市建設計画につきましては、新市

の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、新市の一体

性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、新市の

均衡ある発展に資するよう適切に配慮されるものであることが必要

でございます。また、単にハード面の整備のみならずソフト面につ

いても十分配慮した計画づくりが必要でございます。 

そういったことを踏まえまして、４といたしまして新市のまちづ

くりの主要施策の体系をあらわしております。まず、新市の将来像

実現に向けた基本政策でございます。３市町の現行総合計画の基本

政策を統合して、新市の将来像を実現するための主要施策の体系を

次のとおり設定しています。この基礎的条件の整備、まちづくりの

基本政策、主要施策の推進につきましてもまちづくり構想のときに

ご確認をいただいた内容でございます。 

次、１４ページをお開きください。地域特性に応じた土地利用で

ございます。これまでの自然的、社会的、経済的な発展系統を踏ま

えまして、新市における土地利用について６つのゾーンに分け、そ

れぞれの地域特性を考慮した活性化策を実施し、各地域が機能を補

完し合い連携する土地利用を進めてまいります。今後、都市計画及

び農業振興地域整備計画等を早急に策定するとともに、土地利用の

純化と有効利用を推進いたしまして、自然と住民生活と産業活動が

調和した良好な地域環境を形成してまいります。 

まず、①シティコアゾーンでございますが、伊予市の中心市街地

を「シティコアゾーン」と位置づけまして、賑わいのある中心市街
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地を形成してまいります。 

②市街地形成ゾーンでございますが、伊予市の既成市街地地区や

中山町・双海町の役場周辺地区等を「市街地形成ゾーン」と位置づ

けまして、産業活動と自然とが調和した市街地形成を図ってまいり

ます。 

③シーサイドゾーンでございます。新川地区から下灘地区に至る

沿岸部一帯を「シーサイドゾーン」と位置づけまして、一体的な交

流拠点の形成に努めてまいります。 

④工業・流通ゾーンについてでございます。新産業形成適地や既

成工業団地を「工業・流通ゾーン」と位置づけまして、優良企業の

誘致、既存立地企業の支援・充実等に努めてまいります。 

⑤農住共生ゾーンでございますが、農村漁村地域のうちまとまり

のある集落形態を有する地区を「農住共生ゾーン」と位置づけまし

て、定住人口の受け入れを図ってまいります。 

⑥森林保全ゾーン、山林地域一帯を「森林保全ゾーン」と位置づ

けまして、レクリエーション施設や公園、遊歩道等の整備を計画的

に推進をしてまいります。 

このような土地利用の計画のもとに新市の計画をしてまいりま

す。 

次の１６ページをお開きください。第４の新市の主要施策でござ

います。 

まず、基礎的条件の整備でございますが、都市基盤の整備につい

て、①都市計画についてでございます。都市計画マスタープランを

策定いたしまして、防災や交通安全対策にも配慮した魅力ある都市

空間の形成に努めてまいります。中心市街地におきましては、市街
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地の計画的な整備改善及び商業等の活性化を図ってまいります。市

街地以外の集落につきましては、新たな生活需要に対応した基盤整

備によって利便性の向上を図ってまいります。 

②水資源の確保でございますが、節水型まちづくりを推進すると

ともに、新たな水資源開発に取り組んでまいります。農業用水につ

いては、農業水利事業の促進やため池の整備・改修により、水源確

保を図るほか、森林の保全整備に努めてまいります。 

③道路・交通基盤の整備についてでございます。道路につきまし

ては、国道５６号の４車線化、国道３７８号バイパス及び伊予・松

山港連絡道路の早期実現を働きかけていきます。連絡機能を持つ道

路の整備にも努めてまいります。 

次のページへいきまして、松山自動車道中山ＩＣ新規開設につい

て、長期的な課題として検討を続けてまいります。農道・林道につ

いても整備を進めてまいります。コミュニティバスの導入の検討、

あるいは公共交通事業促進の啓発に努めてまいります。 

④情報・通信基盤の整備でございますが、高度情報通信ネットワ

ーク等を整備いたしまして、多様な情報ニーズに対応する高度な情

報サービスの提供を図ってまいります。地域情報化計画を策定しま

して、重点的に取り組みをしてまいります。併せまして電子自治体

の構築にも努めてまいります。 

次のページでございます。ここに、都市基盤整備に関する主要事

業ということで、主要事業の具体例を挙げております。 

都市計画では都市計画のマスタープランの策定等を進めてまいり

ます。水資源の確保では、新たな水資源開発につきまして、深井戸

の開発事業等の事業計画をしております。道路・交通基盤の整備に
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つきましては、生活道路の整備につきましては、地方道路整備臨時

交付金事業としまして、市道の道路改良、また起債事業によります

市道・町道の道路改良、過疎債を利用した町道改良事業、地域改善

施設整備事業による道路改良事業、地域環境整備事業による町道改

良、市町村道整備事業による町道改良等を計画しております。ま

た、松山自動車道中山ＩＣの新規開設の検討もしてまいります。情

報・通信基盤の整備につきましては、地域情報化計画の策定をして

まいります。計画としまして地域イントラネット基盤整備事業、あ

るいは地域情報交通基盤整備モデル事業等の計画を考えておりま

す。 

次のページにいきまして、まちづくりの基本政策でございます。 

まず、住環境の整備と生活安全の確保、①生活環境の整備でござ

います。公園は地区公園等身近な施設の整備に取り組んでまいりま

す。 

水道事業については、水道事業の効率化及び未整備地区の解消に

努めながら節水型都市の形成を目指してまいります。 

下水道については、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び合

併処理浄化槽設置事業等の推進及び維持管理の適正化を行ってまい

ります。 

ごみ・し尿処理については、計画的な整備を行う必要がございま

す。また、住民や事業者の協力を得ながらごみの減量化を図ってま

いります。あわせてクリーンなまちづくりを進めてまいります。 

②住宅の整備でございます。個人の所得に応じた幅広い住宅の選

択肢を用意いたしまして、住宅施策の推進に努めてまいります。中

心市街地におきましては、老朽住宅の建替えとあわせて歴史的資源
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の保全に努めてまいります。住宅市街地につきましては、環境共生

型の住宅建設を促進します。周辺部の集落におきましては、次ペー

ジでございますが、農業生産環境や自然と共生する定住型住宅の確

保に努めてまいります。 

③消防・防災・安全の確保についてでございます。各地域の防災

体制の拠点となる施設の整備、防災情報ネットワークの構築、防災

行政無線の拡充を図ってまいります。避難所となる公共施設等の充

実もあわせて図ります。広域応援体制の構築、防災訓練の実施など

も行ってまいります。自主防災組織の育成など、地域の防災力の向

上を図ってまいります。また、老朽化した消防施設や消防車両・装

備及び消防水利施設の整備更新を計画的に進めてまいります。さら

に、交通安全施設の充実、被害者救済制度の充実などに努めてまい

ります。 

④環境の保全でございます。市民、事業者等の自主的、積極的な

環境保全活動を支援してまいります。さらに、自然海浜、河川の護

岸、荒廃した森林など危機に瀕している自然環境の保全再生を進め

てまいります。 

次のページでございますが、「住環境の整備と生活安全の確保」

に関する主要な事業でございます。 

生活環境の整備につきまして、まず水道の整備の項目では、上下

水道の維持管理の委託等をしてまいります。県条例上下水道４地区

の維持管理委託でありますとか、簡易水道の整備等を図ってまいり

ます。下水道施設の整備の項目では、合併処理浄化槽の設置事業等

を計画しております。 

消防・防災・安全の確保でございますが、ここでは防災行政無線
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の設置・整備事業等を合併特例債を使いまして計画をしておりま

す。消防施設や消防車両・装備及び消防水利施設の整備につきまし

ては、消防庁舎新築事業につきまして、合併特例債での計画をして

おります。救急業務高度化資機材緊急整備事業で、高規格救急車の

購入、また消防防災施設等整備事業で防災水槽の設置、耐震性の防

火水槽４０トン級の設置計画がございます。消防施設整備事業では

小型動力ポンプ積載車の更新でありますとか、消防広報車更新事業

で消防広報車の更新等の計画がございます。河川改修や災害防止施

設の整備では、がけ崩れ防災対策事業等を計画しております。 

以上が、「住環境の整備と生活安全の確保」に関する主要事業で

ございます。 

次ページお開きください。福祉の向上と保健・医療の充実でござ

います。 

①少子化対策の充実では、保育所の体制及び機能の拡充を図って

まいります。低年齢児保育や延長保育などにも努めてまいります。

多機能保育所の整備と民営化を含めた地域の実情に応じた保育環境

の整備に努めてまいります。さらに、児童館、学童保育機能を有す

るコミュニティ施設の整備を進めます。学校・行政・ボランティア

団体などとの連携による子育てに関する相談・指導体制の充実も図

ってまいります。 

②高齢者対策の充実でございます。生涯学習・文化活動・地域の

伝統行事など、多くの人々と心の交流ができる場を提供してまいり

ます。元気な高齢者に対する生きがい活動支援やシルバー人材セン

ターのネットワーク化等を図ってまいります。介護サービスの質の

向上に努めるとともに、負担能力に応じた保険料の設定にも配慮し
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てまいります。高齢者福祉施設については、民間活力の導入や広域

的連携等を図って必要施設の整備に努め、優先する条件を考慮した

入所判定基準等を設定してまいります。 

③保健・医療の充実でございます。総合的な健康管理情報システ

ムの構築や、各保健センターのネットワーク体制の整備、乳幼児か

ら高齢者までのライフステージに応じた保健サービスの充実等に努

めてまいります。地域医療の充実、救急体制の整備、総合病院の誘

致等にも努めてまいります。 

④福祉施策の向上と充実でございます。障害者については、支援

などの相談体制の充実や、公共施設のバリアフリー化の促進、支援

施設の整備など環境整備を図ってまいります。また、リーダーの養

成やボランティアの育成などを推進し、地域自らが福祉サービスの

担い手となるよう支援してまいります。さらに、勤労者施設の充実

に努めてまいります。国民健康保険制度における負担の公平化に努

めてまいります。また、年金相談業務の充実等を図ってまいりま

す。 

次のページでございますが、「福祉向上と保健医療の充実」に関

する主要な事業の計画でございます。 

少子化対策の充実で、保育所・児童館の整備の項目でございます

が、社会福祉施設等の整備事業におきまして、保育所の改築事業を

計画しております。 

保健・医療の充実のところでございますが、保健センター等保健

衛生施設の整備の項目につきまして、総合コミュニティセンターの

整備事業、保健衛生施設等施設整備補助事業等を合併特例債を対象

にして計画をしております。 



 

 

  発言者               議題・発言内容 

-  - 37

福祉施設の向上と保険・年金制度の充実でございます。障害者の

支援施設整備、就労支援、地域交流でございますが、障害者の統合

型作業所でありますとか、精神障害者地域生活支援センター等の計

画をしております。福祉関連施設の整備では、デイサービスセンタ

ーの改修等を合併特例債で計画をしております。 

以上が、「福祉の向上と保健・医療の充実」に関する項目でござ

います。 

次のページでございますが、教育・文化・スポレクの振興につい

てでございます。 

①学校教育の充実では、幼児教育・学校教育においては、教育内

容の充実に取り組んでまいります。学校教育の場での地域の人材の

活用等を推進してまいります。教育施設については、老朽化した校

舎、体育館の設備充実を行います。給食センターは老朽化の著しい

施設が多く、施設の統合整備の点から新市として統合した施設の整

備を目指してまいります。 

②生涯学習の推進、スポーツ・レクリエーションの振興でござい

ます。情報化の進展に対応した新たな教育機会の拡充を推進しま

す。そのため、各地域の施設の相互提携と活用を促進するととも

に、運営体制の充実を図ってまいります。子供の健全育成のため、

家庭・地域の教育力向上を支援してまいります。スポーツ施設の充

実整備を計画的に進めるとともに、指導者や活動団体、ボランティ

アを育成し、適切な運営体制の整備に努めてまいります。さらに、

各種生涯学習、スポーツ施設間の情報ネットワークの整備を図って

まいります。 

③文化の振興でございます。地域コミュニティ形成を推進してま
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いります。歴史遺産の適切な保存・保護・伝承に努めてまいりま

す。ふるさと学習の機会の拡充を図ってまいります。さらには国際

感覚豊かな住民の育成に努めてまいります。 

④人権対策の確立・男女共同参画の推進の項目でございます。こ

こでは、専門的な人権相談体制の強化や相談者の一時避難受け入れ

体制の整備に努めてまいります。また、社会のあらゆる分野に参画

できるまちづくりを促進してまいります。男女平等意識の普及・啓

発活動の強化、女性団体への活動支援や相談体制の充実を図り、行

政、地域組織の意思決定の場への女性の参画と登用の促進を図って

まいります。さらに、男女共同参画社会の形成を促進してまいりま

す。 

「教育・文化・スポレクの振興」に関する主要事業についてでご

ざいます。 

まず、学校教育の充実についてでございますが、給食センター等

教育施設の整備、及び安全対策につきましてでございますが、学校

給食施設整備事業によりまして、給食センターの整備事業等を合併

特例債を計画しております。公立学校施設整備事業によります中学

校の改修事業、学校施設耐震診断調査事業、あるいは小・中学校の

校舎、体育館の耐震補強、大規模改修の整備、また地域防災対策事

業、または大規模改造事業によります小・中学校の地震対策事業、

小学校校舎の外壁塗装及び屋内防水工事、小学校改修事業等の計画

がございます。 

文化の振興でございますが、交流活動団体の支援、国際感覚の豊

かな住民の育成につきましては、姉妹町の友好町等自治体間の交流

事業、小学生のホームステイへの交流でありますとか、産業文化の
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交流、各種団体の交流等の計画がございます。 

以上が、「教育・文化・スポレクの振興」でございます。 

次ページ、２８ページごらんください。産業の振興でございま

す。 

①農林業の振興でございますが、農道・林道・ため池等の生産基

盤の整備を図ってまいります。高付加価値農林産物の生産や価格流

通体制の整備、地域ブランド化の推進を図ってまいります。地域ぐ

るみの地産地消体制の充実を図ります。そのため、担い手の確保・

育成や支援体制の整備に努めてまいります。また、豊かな環境資源

でもある林野の保全に努め、これを観光資源として活用することも

検討いたします。 

②水産業の振興でございます。漁港の整備、防護・利用と環境保

全を調和させた海岸の形成を促進するために、地域の生態系を踏ま

えた魚礁・漁場の造成、藻場造成などを進めてまいります。また、

新技術開発や流通・加工体制の整備を支援してまいります。 

③商工業の振興でございますが、各種イベントの開催や商店街の

環境整備、空店舗の活用による創業者の支援等の施策を展開してま

いります。また地域商品券の発行など、住民の地域内商店の利用を

促進する事業を推進してまいります。 

次ページでございますが、工業については、新たな商品開発や起

業機会の拡大に資する取組み等への支援、充実に努めてまいりま

す。 

④観光の振興でございます。広域的な観光地の整備、観光宣伝な

どに取り組んでまいります。グリーン・ツーリズム、ブルー・ツー

リズムの振興を図ってまいります。物産施設や道の駅、各観光拠点
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施設などの整備、新市の観光資源のネットワーク化等を図ってまい

ります。 

次ページ、３０ページでございますが、「産業の振興」に関する

主要事業といたしまして、まず農林業の振興でございます。生産基

盤の整備では、里地棚田保全整備事業で区画整理でありますとか、

用排水路の計画がございます。農道・林道の整備でございますが、

林道の開設を過疎債等を利用しての計画でございます。また、基盤

整備促進事業で農道の新設事業、また林道の舗装・新設等がござい

ます。ため池等整備改修につきましては、ため池等の整備事業で堤

体工、余水吐、底樋等を改修してまいります。地域用水環境整備事

業で、池の親水の整備事業をしてまいります。 

水産業の振興でございますが、魚礁・漁場の開発では、地域水産

物供給基盤整備事業によりまして、並型魚礁の設置事業を過疎債等

で実施計画がございます。加工体制の整備でございますが、水産加

工施設で改築工事、過疎債適用の計画がございます。漁業経営構造

改善事業によります水産物加工処理施設等の計画もございます。 

観光の振興でございます。物産施設や道の駅、各観光拠点施設の

整備の項目でございますが、農産加工販売施設を過疎債を適用して

計画しております。また、シーサイド公園西側の埋立地であります

とか、潮湯センター等特例債事業で計画を考えております。 

以上が、「産業の振興」に関する項目でございます。 

次ページ、３１ページでございます。 

主要施策の推進といたしまして、参画と協働の郷
くに

づくりでござい

ますが、①住民自治の推進についてでございます。地域内分権を推

進し、地域の自立と活性化に努めるとともに、住民の公共的活動や
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行政参画を推進してまいります。住民自治組織を制度化することに

より、住民の活動の支援をしてまいります。住民と行政の役割や自

治組織のあり方など、新市の行政運営の規範を示す自治基本条例を

頂点とした条例体系を整備してまいります。住民自治の確立を目指

してまいります。さらに、地域交流センターなど活動拠点施設を新

市における一体性の確保とあわせて均衡ある発展を図りながら、計

画的に整備をしてまいります。地域自治活動及び交流等の拠点とし

て、住民にとってより利用しやすい施設運営の工夫を促し、地域の

自治活動拠点機能の向上に努めてまいります。 

②行財政改革の推進でございます。ページをめくっていただきま

して、自治の推進と地域間の均衡ある発展に配慮した組織・機能の

構築、行政評価制度の導入、行財政改革の推進を図ってまいりま

す。行政組織内分権を実施し、主に内部管理事務を所管する本庁と

旧市町の所管区域として総合的な行政事務を行う地域事務所とを設

置し、効果的な事務配分を行ってまいります。広域的な高度情報通

信ネットワークの導入によりまして、電子自治体の形成を促進して

まいります。老朽化の著しい庁舎については、順次検討整備をして

いくことにしております。広報広聴制度や情報公開制度の拡充を図

ってまいります。各種計画等に関する事項の意見聴取体制の確立を

図ります。財政面では計画的、効率的な財政運営を推進し、健全な

財政基盤の強化を図ってまいります。 

次ページでございますが、主要な事業といたしまして、地域交流

センターの整備でございます。これにつきましては、合併特例債を

適用する計画でございます。身体障害者更正援護施設等整備事業に

よります地域交流センターの計画がございます。身体障害者小規模
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通所授産施設等整備事業等も計画にございます。基幹集落センター

の改修工事等の計画もございます。それと地域環境整備事業等によ

りまして、地区の集会所の新築、改修等の計画もございます。 

行財政計画の推進でございますが、行政組織内分権による行政組

織の高度化とスリム化の実施につきましては、固定資産税現況調査

の更新業務でありますとか、行政評価制度の導入、航空写真撮影で

ありますとか、そういった事業がございます。計画的な公共施設の

整備では、庁舎の建設等合併特例債の事業も計画しております。 

以上が、参画と協働の郷づくりに関する項目でございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。第５といたしまし

て、新市における県事業の推進でございます。 

新市においては、住民福祉の向上と速やかな一体性の確立をする

ため、新市域内の交流を活発化させるとともに、その地域特性や立

地環境、歴史文化を背景とした生活・生産・交流などの機能強化に

取り組んでいくことが必要でございます。また、新市域内の幹線道

路網の整備や公共交通機関の整備拡充など、都市基盤、生活基盤の

整備に努め、新市の均衡ある発展を図るとともに、魅力あるまちづ

くりを推進するため、愛媛県と十分連携し、以下の施策を推進しま

す。これは県が事業主体の事業の主要事業でございます。 

都市基盤の整備では、国道３７８号線でありますとか、主要県

道、一般県道の整備事業がございます。交通安全施設等の整備事業

によりまして、歩道の整備でありますとか、交差点の改良工事がご

ざいます。道路改築工事では、現道の拡幅でありますとか、一部バ

イパスの新設もございます。生活道路改良整備事業では、現道の拡

幅、また交通安全施設等整備事業で交差点の改良等を計画をしてお
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ります。 

住環境の整備と生活安全の確保でございますが、地すべり対策事

業で地すべり防止施設補修事業でありますとか、治山事業で床固

工、流路工、山腹工、砂防堰堤といったものも計画がございます。

通常砂防工事で砂防ダムの計画がございます。急傾斜地崩壊対策事

業では、急傾斜対策の擁壁工等の計画でございます。 

産業の振興でございますが、ため池等整備事業でため池の堤体

工、余水吐、また底樋等の改修計画でございます。農業用河川工作

物応急対策事業では、樋門の改修でございます。基幹水利施設補修

事業では、水路の改修等でございます。農村振興総合整備事業、伊

予山海地区、これは伊予市、中山、双海ともに計画が実施されてお

りますけれども、農道の整備、ため池の等の整備、農業集落道の整

備、またコミュニティ施設の整備、営農飲雑用水施設の整備等の計

画がございます。一般農道整備事業では、過疎基幹農道で新設工事

等の計画もございます。 

以上が、県事業の内訳でございます。 

次のページ、第６としまして、公共施設の適正配置と整備のまず

１、基本的な考え方でございますが、公共施設については住民生活

に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮するとともに、既存施設の

有効活用も考慮しながら、効率的かつ一体性のある地域運営の観点

から適正な配置を図ります。また、新たな施設については、求めら

れる機能、運営に適した立地、規模、地域バランス、さらには財政

事情を考慮しながら検討、整備をしていくことを基本としておりま

す。 

２、適正配置と整備でございますが、（１）としまして、地域事
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務所については、各地域住民の行政サービスの拠点として現庁舎を

活用し、サービスの低下を招かないよう配慮し、整備を行ってまい

ります。 

（２）コミュニティ関連施設については、地域内分権を推進する

ために地域の自治活動及び交流等の拠点として、住民が利用しやす

い施設としての整備を行ってまいります。 

次のページでございます。第７が財政計画について、ここから記

述をしております。 

新市における財政計画は、歳入歳出の各項目ごとに原則として過

去の実績及び現状を参考に、今後の経済情勢等を勘案し、合併後１

０年度間について普通会計ベースで作成したものでございます。特

別会計への一般会計からの充用経費についてのみ繰出金として計上

をしております。 

作成に当たりましては、合併に伴う節減効果及び国からの財政支

援措置分等を反映させるとともに、既存施設、保有財産の有効活用

及び民間活力の導入等も考慮に入れ、経費の節減に努めることにし

ております。 

建設計画等に計上をされた主要事業につきましては、合併後にお

いて緊急性、効果等を勘案し策定する実施計画に基づきまして、限

られた財源を効果的、効率的に配分をいたしまして事業の実施を図

っていくことにしております。 

項目ごとの主な内容は次のとおりになっております。 

まず、歳入でございます。 

地方税等につきましては、過去の実績推移と今後の経済見通し等

を踏まえまして、現行税制度を基本にして推計をしております。 
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②の地方交付税につきましては、普通交付税における算定の特例

（合併算定替）により算出し、合併による普通交付税加算分（合併

補正）、特別交付税措置分及び合併特例債償還に係る普通交付税参

入分を考慮して推計をしております。 

合併直後の臨時的経費に対する財政措置といたしまして、５年間

７，６００万円ずつ、合計３億８，０００万円を計上しておりま

す。合併に伴う特別交付税措置といたしまして、１７年、１８年、

１９年と３年間５対３対２の割合で５億５，０００万円をそれぞれ

配分をしております。 

⑤へいきまして、国庫支出金及び県支出金でございますが、合併

市町村補助金等及び新市建設計画に基づく事業による収入分を見込

んで推計をしております。合併市町村補助金を合併後３年間、年に

１億円ずつの３年ということで３億円を計上しております。 

⑦の繰入金でございますが、各種基金を効果的に活用していく方

針のもと推計をしております。平成１７年度以降について、特定目

的基金からの繰り入れをしております。また、合併特例債の基金造

成分といたしまして１２億円を計上しております。 

⑩の地方債でございます。地方債については新市建設計画に基づ

く事業の合併特例債や通常債の発行分を見込んで推計をしておりま

す。建設計画計上事業に伴う地方債を計上しておりまして、過疎債

でありますとか、一般事業債でございます。また合併後の市町村の

振興のための基金造成に係る合併特例債を見込んでおります。普通

建設事業に係る合併特例債につきましても計上をしております。 

次に、歳出の項目でございます。 

①人件費でございますが、適正な定員管理に基づいて積算した一
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般職員の減少、合併による特別職、議会議員等の減少を見込んで推

計をしております。合併による削減額を減じて算出をしておりま

す。まず、議員、市長等四役、職員、委員等についての削減でござ

います。職員につきましては、退職者は定年退職者といたしまし

て、退職者の３分の１ずつの採用で合併後１０年間削減するという

ことで推計をしております。 

②物件費についてでございますが、合併による事務経費の削減効

果を見込んで推計をしております。 

次のページをお開きください。 

物件費につきましては、臨時職員の賃金の減額でありますとか、

業務委託等の削減等を見込んでおります。また、合併直後の臨時的

経費といたしまして、年間７，６００万円の５年間、合計３億８，

０００万円を計上しております。 

④の扶助費でございますが、これは中山町、双海町の２町分の生

活保護費を新たに見込んでおります。 

⑥の公債費でございます。公債費については、新市における新た

な地方債、合併特例債に係る償還見込み額を見込んで推計をしてお

ります。これには事業分と基金分を計上しております。 

⑦繰出金でございますが、過去の実績の推移等を参考に推計をし

ております。 

⑨の積立金ですが、合併後の市町村振興のための基金造成による

積み立てをしております。年２億４，０００万円の５年間というこ

とで１２億円の積み立てでございます。 

⑩普通建設事業費でございますが、新市建設計画に基づく事業費

を見込んで推計をしております。合併特例債適用事業でありますと
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か、過疎債適用事業、またその他の普通建設事業等を見込んで推計

をしております。 

３９ページがこのような推計のもとに歳入歳出の１０年間を表に

したものでございます。平成１７年度から平成２６年度、まず歳入

については、地方税から地方債まで１７年度で１６４億３，９００

万円、２６年度では歳入合計が１３９億２，７００万円、歳出の方

でございますが、平成１７年度人件費から普通建設事業費までの歳

出合計としまして１６４億３，９００万円、２６年度で１３９億

２，７００万円ということで、歳入歳出それぞれ差し引きましてゼ

ロということで１０年間、歳入歳出の差し引きゼロの財政計画をつ

くっております。 

以上が新市建設計画の原案ということで、今回作成をさせていた

だいております。よろしくご協議をお願いいたします。 

 

  中村議長   ただいま事務局から新市の建設計画（原案）について説明をいた

だきました。このことにつきまして、質問を受けたいと思います。 

はい、亀井委員さん。 

 

  亀井委員   説明の冒頭に県の方との打ち合わせがあったと。それで指導を受

けて、ある程度調整、修正も加えたというようなお話しがあったと

思うんですが、ちょっと説明の範囲ではそのあたり内容がわからな

んだんですけども、主なもので結構なんですけど、どんな形のご指

導があったのか、もしくは修正はどういうところをしたのかという

ふうなご説明をいただきたいんですが。 
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  三ッ井次長  今回お示ししております建設計画が原案ということで、あくまで

も今までの意見照会のときには協議の中での過程のいきさつという

ことでありまして、それがどのように変更になったかというのをお

示しするのがよいのかどうかということも難しいので、今回が初め

ての原案でございまして、協議の過程の中でのやりとりということ

ですから、ここではちょっと難しいと思いますが。 

全体的にいいますと、この本文、建設計画はあくまでも本日お示

ししております原案の本文だけでございます。この本文につきまし

て、言葉の記述の表現の仕方とかいったことのそこそこのご指摘は

かなりの数ございましたので、修正をいたしました。まちづくり構

想と比較していただければ、一字一字わかるんですが、かなり語句

の修正がございますけれども、意味合いは同じようなことかと考え

ております。 

         それと、あと言われる内容でもう一点、参考資料として主要事業

の一覧表というのを作成して、財政計画を立てるわけなんですが、

それにつきましてはあくまでも参考資料という意味合でございます

ので、ご理解をいただいたらというふうに思います。 

         主要事業につきましては、ある一定の基準に基づきまして、３市

町から出していただきましたものを財政計画に見合う分だけに縮小

いたしまして出しました。現在でありますと、当初出していただい

た総事業費の大体３５％ぐらいが財政計画に入ってます。そのぐら

いまで現段階の原案では縮小されております。 

そういうことで、内容につきましては、補助金、例えば道路の補

助金がつくということでこちらが見込んで出しておりましたが、こ

れはつかないとかいうことで、一般財源がふえるというようなとこ
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ろもかなりございました。それと事業主体が県事業なんかにつきま

しては、こちらで掲載してほしいということで計上しておりました

が、県の方では今の段階ではちょっと難しいから削除させてほしい

というのもありましたけれども、これはあくまでも協議の段階での

話ということなので、あくまでも今回が初めての原案ということで

ご理解をいただいたらと思います。 

 

  中村議長   はい、亀井委員さん。 

 

  亀井委員   はい、わかりました。 

         それともう一点、ちょっと細かい話なんですが、３７ページ、歳

出の人件費の中で、説明で職員については退職者の３分の１を補充

しますよという話だったと思うんですが、これ確認します。以前か

ら３分の１やったですか。２分の１の話もあったときがあるんです

けど。その辺いきさつをお願いします。 

 

  中村議長   はい、どうぞ。 

 

  三ッ井次長  そうですね。まちづくり構想時点でのシミュレーションでは２分

の１いうことで条件を出して推計しておりましたけれども、２分の

１ではなかなか財政的に難しいということでの見直しの中で３分の

１ということで今回の財政計画を出しております。 

         これにつきましては、各３市町の財政担当者、また幹事会等での

協議の中でその程度管理計画を立てて縮減を図っていかなければ、

新市として難しいんではないかという、協議の中での推計でござい
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ます。 

 

  中村議長   ようございますか。 

 

  亀井委員   はい。 

 

  中村議長   ほかにございませんか。 

         はい、高橋委員さん、どうぞ。 

 

  高橋委員   これ各市町、事前に協議をしてある程度優先順位もつけて出した

と思うんですが、そこら辺でやったら変化があったところがあるか

どうか。そこら辺をちょっと教えていただいたらと思うんですよ。

やっぱりどうしても、例えば中山町だったら中山町、これ一番優先

ですよ、それから伊予市やったらこれ一番優先ですよというふうな

ことで出てると思うんですが、そこら辺で協議の結果の変化があっ

たものがあるかどうか。一応わかる範囲で教えていただきたいと思

います。 

 

  中村議長   はい、どうぞ、事務局。 

 

  三ッ井次長  それは市町村建設計画の掲載事業の市町村の一覧表、また県事業

の調書の中での事業についてということでしょうか。これは、あく

までも建設計画本文をつくるものでの参考資料としての取り扱いに

なっておりまして、先ほども多少説明させていただいたんですが、

県の方の補助基準に合わないとか、補助率の変更でありますとか、
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そういうことでそこそこの変更がありました。その路線ごとという

ことにつきましては、また協議会の方でも来ていただければ、こう

いうふうに変更になったということはお示しできるかと思います

が、あくまでも協議過程の中なんで今回が始めてということであり

ますから、それの変化がどうというのは難しいかと考えています。 

 

  中村議長   はい、どうぞ。 

 

  高橋委員   そしたら、一応協議過程ということでちょっとわかりにくいだろ

と思うんですが、ただ、地方自治という大きな問題がございまし

て、やっぱり独自の計画でやっていくというふうなのが、今後のや

っぱり地方自治だと思うんですよ。そこら辺のやっぱり色彩が薄れ

るようであってはいけないわけですから、あくまでもやはりこちら

の意見は相当取り入れたやっぱり新市になってほしいと。そこら辺

で県との折衝もしていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

  中村議長   はい、要望ということで。 

         ほかにございませんか。 

         岡田委員さん。 

 

岡田（博）委員  双海町の岡田です。 

         私らのところでは、各市町村の財政の持ち分とその範囲内で計画

出されとることについても十分理解しておりますし、いろいろある

んですが。まだ少し理解しにくいというか、し切れてない部分があ
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りますんで、勝手なお願いでございますが、次の協議会まで継続で

一遍お願いできないかという、その間に事務局もお伺いしまして、

次のときにははっきりした意思表示ができるようにしたいと思いま

すが、そういう勝手な言い分ではございますが、できないでしょう

かと思っております。 

 

  中村議長   どうですか。時間的にどうでしょうか。 

         はい、どうぞ。 

 

  三ッ井次長  それは掲載事業に関してちょっと納得がいかないということです

か。この記述、本文がどうのということですか。 

 

岡田（博）委員  本文の記述についてはおおむねかまわないと思う。この附属資料

を見たらいかんという思ったりはするんですが、附属資料がついと

りますんで、ついつい見ましたりしますんで、そこらあたり十分得

心がちょっとまだいきにくいところがありますんで、その分を解消

したいために次までお願いできないかという要望です。 

 

  三ッ井次長  私どもの方では、この本文だけのご確認をいただきたいと思って

いることなんで、それに対する附属資料の内容についてということ

は考えてないんですけれども。 

 

  中村議長   ちょっと今確認しますけど、そしたら附属資料については、今日

のいわゆる議題としては上がってないわけ。 
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  三ッ井次長  はい。あくまでもこの本文、これだけが建設計画になるわけなん

です。ですから、あとの一覧表というのは財政計画をつくるときに

一応皆さんの要望を出していただいて、どのぐらいになるかとかい

うことの一つの附属資料的な意味合いでございまして、そういう意

味合いですからこの本文だけのご確認ということなんです。 

 

岡田（博）委員  全くこの附属資料がなかったら、目にとまらんだら、両方を見比

べてみて文言とこちらとというすり合わせもすることなかったんで

すけど、両方見ると二、三ちょっと気になることもあったりしまし

たんで、そこらあたりを解消するためにもう少し時間がほしいなと

思うんです。 

 

  中村議長   はい、どうぞ。事務局。 

 

  三ッ井次長  ３６ページを見ていただいたら、第７の財政計画の下から４行目

あたりにもちらっと書いておりますけれども、この建設計画に計上

されております主要事業については、合併後において緊急性であり

ますとか効果等を勘案して、さらに総合計画いうのを合併後新市に

なってつくりますけれども、その中で再度協議をしていきますの

で、現在要望されている事業がどうなっとるかということもあると

思うんですが、当初からいきますと３５％ぐらいに既に落ちている

わけなんですね。 

ですから、そういう意味合いもあって、その中で出してたのが今

回さらに何ぼか落ちたということがあったにしても、全体からいえ

ばその辺の取り扱いは非常に難しいので、やっぱり新市になって新
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たにどの事業を実施するのかということの検討に入るのかなと思い

ますので、ご理解いただけるのがいいかなと思うんですが。 

 

岡田（博）委員  これが決定じゃないということも承知しておりますし、新市にな

りましてマスタープランやいろいろそういうものをつくる、それに

のっとってやるというのもわかっております。そのときのあらかた

の資料にはなるんじゃなかろうかと、そういうこともありますん

で、言われるように、本文のどこがどう悪いということもありませ

んし、よくできとると思っておりますけんど。事務局の立場では、

これきょうでないと間に合いませんでしょうか。 

 

  中村議長   はい、どうぞ。 

 

  三ッ井次長  当初のスケジュールでいきますと、６月下旬、きょうが６月下旬

――最終なんですが――ということで、スケジュールでは６月下旬

までに県の方に次の段階の提出をするという段取りなんですけれど

も、今回のスケジュールというよりはこの内容ということがありま

す。 

 

  和田局長   これにつきましては、スケジュールという問題ではなくて、きょ

うお示しした新市建設計画の原案について、内容について問題なけ

ればご確認いただきたいと、そのように考えております。 

 

  中村議長   いわゆる附属資料の内容が十分入ってないんじゃかというような

ご心配をするんでしょう。 
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岡田（博）委員  はい。そういうことも二、三ありましたんで。 

 

  中村議長   このことにつきましては、いわゆる３分の１ぐらいからこの中に

拾われてないということのようなんですよ。だから、そのことを言

って、それでは困るんだということが言えるかどうかということで

すよ。だから、これは新しい新市の中で、これだけの計画の中で緊

急性のあるものから取り上げていこうということでどうでしょうか

ということになるんでしょう。そういうことで、この附属資料の中

に当初の皆さんが上げてくれたものが全部載ってないんやと思いま

す。そのことで、それぞれの地域がそれでやれるかどうかというこ

とになろうかと思います。 

 

岡田（博）委員  はい、わかりました。 

 

  中村議長   いいですか。 

 

岡田（博）委員  はい。 

 

  中村議長   ほかに。 

はい、日野委員。 

 

  日野委員   数字的なことについてお尋ねしたいと思います。３９ページの歳

入の中で、地方交付税というものが平成１７年には約５８億を予定

しておる。これが２６年度には４１億ほどになるだろうという、こ
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ういった試算の数字が出ておるようですが、これを寄せる以上それ

なりの自信を持ってと申しましょうか、ものがあったと思うんです

が。これはどのレベルでの話し合いのもとにこの数字を出していっ

たのか、極端な言い方をしますと、平成２６年度には実際は地方交

付税は４０億を割るようなことも起こるのじゃないかという危惧が

あるわけですが、どのレベルでの話でこういった数字を算出された

のか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

 

  中村議長   はい、どうぞ、事務局。 

 

  三ッ井次長  この内容につきましては、３市町の財政担当者、または担当課長

も交えた中でどの程度にするかということを最終的に決めまして、

幹事会での了解も得ております。 

         ただ、条件としましては、平成２１年度までにつきましては、各

市町の普通会計中長期財政計画というのをつくっておりますが、そ

れに基本的には基づいております。 

現段階で交付税がかなり減っているということもありまして、国

の方、ご存じのようにかなり減らすということもありますので、年

間６．５％ずつ削減をする条件をもとに算出しております。あと人

口比での削減も見ております。推計の条件としてはそういうことで

あります。 

 

  中村議長   はい、日野委員。 

 

   日野委員   削減のレベルが６．５というふうなことでございますが、しかし
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ながら、国あたりからの現在示されている交付税の減額というもの

は、数字的にもっと多いのではないかなという気がいたしておりま

す。そこで、どのレベルでのお話で算出したのかという質問に対し

まして、各財政担当者での話し合いのもとに推計をしたということ

ですが、それだけではいささか大きな金額ですので無理があるので

はないかなと。例えば県とか国とかにもっとアプローチをして、探

るというと変ですが、もう少し精度の高い確信の持てる数字を出す

必要が、私はあるのではないかというふうに思いますが、いかがで

すか。 

  

   三ッ井次長  各３市町の財政担当者はそれが専門で仕事をしております。その

担当者は常々県の財政当局とも話し合いをしながら、中長期財政計

画もつくっておりますし、そういう中の総合的な判断のもとで、し

かも皆さん集まった中での見込みが６．５になったという今回の数

字になっています。段階的に幹事会にも諮っておりますし、各市町

にもこのデータを流しております。あくまでも条件設定として６．

５を出させていただいておりますので、ご理解いただいたらと思い

ます。 

  

   中村委員   日野委員、あのような答弁ですが、ご理解していただけましょう

か。 

          ほかにございませんか。 

          はい、亀井委員。 

  

   亀井委員   先ほどの職員の採用の件なんですけども、恐らくこの財政シミュ
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レーションの中で厳しいということでもっていきどころがないの

で、そこを変更したんじゃないかとは推測はできるんですけども。

これ大事なことでございまして、先ほど言い切られたような形だっ

たんですけども。そのあたりは理事者側とのご相談の中とかそうい

う部分はあったんでしょうか。 

  

   中村議長   はい、どうぞ。 

  

   三ッ井次長  一般的に類似団体と申しまして、新市になった人口規模等々同じ

新市、現在の市の職員数と比較して数字をはじくことも多いんです

けども、これは市の状況によってかなりわからないところがありま

す。 

          協議としましては幹事会までということなんで、幹事会で首長さ

んあたりと相談されたかどうかというのはちょっとわからないとこ

ろがあるんですが、幹事会までには相談を申し上げております。 

  

   亀井委員   首長さんご了解いただいとるということなんでしょうか。 

  

   中村議長   それぞれのことなので、わかりませんが…… 

          それなら私がお答えしましょうか。 

          いわゆる４万の市の職員の数がこれぐらいであるということが、

一つの推計になっとることはもう間違いないんですから、このあた

りでできるだけそれに近づける、まだより効率的ないわゆる運営を

やっていきたいという一つの目標だろうと思うんですが。 
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   亀井委員   前回の構想の時の説明ちょっとはっきり覚えてないんですけど

も、そのときの説明では２分の１の採用であっても四、五年で同規

模の町の職員数になるという、たしか説明だったと思うんですよ。

それ違ってたらちょっと訂正してもらいたいんですけど。 

  

   中村議長   どうぞ、はい。 

  

   三ッ井次長  類似団体での数字はそのようになります。財政シミュレーション

のときはそのように……。ですから、類似団体の職員数でしたら３

６７人という数字が出ているんですが、それよりも今回は少なくし

ておりまして、こういう厳しい状況ですからさらに削減していくと

いうことで推計をさせてもらいました。 

  

   亀井委員   最終的に１０年後は何人になるんですかね。これでいきますと。 

 

  三ッ井次長  ３１６名です。 

 

  亀井委員   今は何人でしたっけ。 

 

  三ッ井次長  平成１４年度が４０１人いうことで、それから人件費を算出して

おりますけれども、推計上、１４年度を基礎にしておりますから４

０１人が１４年になってます。 

 

  亀井委員   ３１６まで減らしても大丈夫ということですね。行政運営に当た

っては。 



 

 

  発言者               議題・発言内容 

-  - 60

 

  中村議長   はい、どうぞ。 

 

  三ッ井次長  現段階ではその程度まで削減しなければ財政的にも難しいんじゃ

ないかという皆さんの総合的な判断のもとで、この推計条件にして

おります。 

 

  亀井委員   揚げ足取るようで悪いんですけど、財政が先か住民サービスが先

かになると、計画あたりは住民サービスを低下させないという形で

ずっと進めてきてるわけですよね。その中で、最終的にそれよりも

財政を優先せんと成り立たないのもわかるんですけども。ちょっと

そうなると方針自体がどうかなという感じもするんです。その辺の

３１６でやっていけるという検証をされておれば別に問題ないんで

すけど、ただ財政上あるからもう単純に計算して３１６なりました

では、ちょっと計画としてどうかなという気はするんですが。 

 

  中村議長   はい、ちゃんと答弁してよ。 

 

  三ッ井次長  そうですね。新市になりましたらまちづくりの構想にもあります

ように、行政組織も順に考えていきますし、１０年間の間にはさら

に人員削減をした中で行政がやっていけるような組織の再編を、今

後新市になって作業をしていくということで、可能な数字ではない

かという判断のもとでこういう条件での財政計画にさせていただい

ております。 
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  亀井委員   私が心配してるのは、中山町の代表で出てますので、この計画で

は地域事務所ということで、総合支所方式でずっとやりますよとい

う前提の話で進められとるんですけども。いや、実はこういう財源

ですから、もう総合支所を置けませんよというふうな話になりかね

んという部分を心配しとんですよ。そのあたりをやっぱり減らすの

は構わんのですけども、確かに財政は厳しいというのは重々わかっ

とるんですけど。ただ、基本合意の中で総合支所方式で最低１０年

間はいくという話なんですから、そのあたりはもう当然保証された

中での計画ということで構わんわけですよね。 

 

  中村議長   どうぞ、はい。 

 

  三ッ井次長  そうですね。そのようなことで考えております。 

 

  亀井委員   長くなって申しわけない。あと１点教えていただきたい点あるん

ですが、３９ページの歳入の繰入金なんですけども、ちょっと２，

０００万円から１０億円まで年度によって違ってるんですが、ちょ

っと私もようわからないんですけど、これほど年度によって差があ

るのはどういうことなんか、ちょっと簡単にご説明いただいたらと

思います。 

 

  中村議長   はい、事務局。 

 

  三ッ井次長  これは１０年間歳入歳出を同額に合わすために、歳入が少ない年

に基金として目的基金、その他目的基金とかいろいろ基金があるん
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ですけれども、それの取り崩しという形で、その不足の額だけ繰入

金としてあるお金から繰り込んでます。ですから、その年度によっ

てというのは深く検証してみないと、その額がどうして違うかいう

のはわからないんですが、基本的にはそういうことで、不足額を単

純に差し引きであるお金を補充するという形の金額になってます。 

 

  亀井委員   そうすると、この合計が今基金としてどっかにあるということで

すか。 

 

  中村議長   どうぞ。 

 

  三ッ井次長  そうですね。１０年間基金を取り崩してますけれども、まだ残っ

てます。 

 

  中村議長   ほかにございませんか。 

         ないようでございますので、このことについて別冊のとおり定め

ることにご異議ございませんか。 

 はい、どうぞ。 

 

 上田副会長   この新市計画について、附属資料以外のこの原案のみを承認する

しないというのを今回ここで協議するんだというふうに理解したわ

けでございますけれども、その附属資料についておるこういう事

業、項目、内容、そして財源内容、そして実施機関、実施場所等に

ついては、今回この原案を承認ということになれば、この附属資料

に載っておるような項目については、この協議会で今後協議するこ
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とはないということなんでしょうか。これをまずお伺いしたいと思

います。 

         私どもは、協議する場があってほしいなというふうに思っており

ます。この協議会の場でも。そして、当然この原案を県へ出すわけ

ですから、県の方から照会やらご指摘がいずれこの項目等について

あるであろうと予測しております。だから、その時点で協議会の場

で議論する機会があるのではないかというふうに、こう思っとるん

ですけども、これの認識が間違ってるのかどうかいうのをお答えい

ただきたいと思っております。 

         それと、人件費３分の１ということについては、これは私どもは

非常に重く受けとめております。当初の計画の中で総合支所的なも

のにしていくということ。それで、特に高齢化を向けていく地域社

会においてはマンパワーによる福祉を中心としたサービスの人間、

人員、職員確保が大切であるというふうなことも１項目にあったわ

けでございますけれども、その点がちょっと不安になってくるわけ

でございます。 

このシミュレーションを１０年間していく中で、総合トータルの

財政金額が変わらないということで、人件費を下げていったという

ことは、ハードの面の支出はふえとるんかなというふうな、そこら

辺まで私精査してないわけでございますけれども。そういった形を

とって、すなわち人件費のソフト面を減らして、そしてハードの面

をふやして、トータルでシミュレーションを以前から議論されたよ

うな感じのものになっているのかなというふうな不安もあるわけで

ございますけれども。その２点お伺いしたいと思います。 
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  中村議長   事務局。 

 

  和田局長   今までご答弁申し上げたことと重複するかと思いますけども、こ

の附属資料の事業につきましては、３６ページの真ん中どころにあ

りますように、合併後において緊急性、効果等を勘案し策定する実

施計画に基づいて、限られた財源を効率的、効果的に配分して事業

の実施を図っていくということで、こういう厳しい条件の中で新市

の運営をしていかなければならないということで、この財政計画を

策定するための参考資料ということであります。財政計画につきま

しても、現在考え得る限りの条件のもとでの推計でございまして、

当然今後変わっていく条件がございます。 

ただ、これだけの厳しい条件の中で新市の運営をしていく必要が

あると。職員の数につきましても、交付税につきましても、そうい

う見直しの必要な条件であると。条件が変わりましたら当然見直し

ていかなければいけない、定員適正化計画とかそういうことも今後

検討していく必要もございます。 

その中で、基本的な考え方として地域の地域事務所を拠点にし

て、地域の意見もできるだけ確保していこうという、そういう基本

づけをした中で、今後個別には検討していかなければいけない、ま

た新市になってからも十分にそういうことを検討してやっていかな

ければならないということで、町長ご心配のように、一気に財政が

悪いから、じゃあ地域事務所の人を減らしてしまうとか、そういう

ことにならないような方向づけが今確認はされてるかと考えており

ます。 

         以上です。 
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 上田副会長   もう２分の１になる可能性はないいうことですね、減らし方が。

あるということですか。場合によれば。 

 

  中村議長   どうぞ。 

 

  和田局長   この３分の１で推計をした点がそういう条件で経過推計をしたと

いうことでありまして、それを必ず２分の１でやる、３分の１でや

ると、そういうことを決めておるわけではございません。今、この

ぐらいの条件で推計しないとやっていけないと、そういう財政的に

厳しい状況であるという中で、今後また定員の適正化、職員の配置

等については考えていく必要があると考えております。 

 

 上田副会長   はい。了解しました。 

 

  中村議長   いいですか。 

         それでは、このことについて、原案についてご異議ございません

か。 

          

         （「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい。ご異議がないようでございますので、協議第１７号につき

ましては、これをもちまして県ご当局に事前協議をお願いすること

とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

         次へまいります。 
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         協議第７号、継続協議となっております新市の名称についてを議

題といたします。 

         事務局、説明を求めます。 

 

  坪内主任   それでは、２ページをお開きください。 

協議第７号新市の名称について、これは５月１３日に開催の第２

回協議会におきまして提案した協議題でございまして、今回、今月

の初旬から２１日にかけまして約２週間公募を実施いたしました。

この名称の候補の募集結果を踏まえまして協議をするため、継続協

議となっております。 

         ３ページをごらんください。３ページから７ページまでは新市の

名称の候補の募集結果を載せております。 

         まず、３ページの１、募集結果といたしまして（１）総応募数は

３，２０６件、うち有効数３，１３２件、無効数７４件となりまし

た。 

（２）といたしまして、郵送による応募数が２，２７３件、応募

箱に投函された数が９３３件となっております。 

次に、（３）市町別応募状況でございます。伊予市２，３９８

件、人口に対する応募率が７．６％、中山町４０６件、応募率が

９．０％、双海町３２５件、応募率が６％となっております。な

お、お示ししております人口は平成１６年５月末現在の数でありま

す。全体で７．６％の応募がございました。 

         次に、年齢別、男女別応募状況を表にしております。また、各集

計結果のグラフを右側に示しております。 

         次に、（６）が無効といたしました作品の内容を表にしておりま



 

 

  発言者               議題・発言内容 

-  - 67

す。 

         次のページ、４ページから７ページが、応募作品を３市町全体で

応募件数の多い順番にした一覧表であります。２０４種類の作品が

寄せられました。参考に市町別応募数と備考欄には応募された名称

の中で、全国の自治体に既に同じ表記の市が存在している作品には

バツ印、市以外で同じ表記の町村、または区が存在している作品に

は三角印、同じ読みで表記が異なる自治体が存在している作品には

四角印をつけております。 

３市町全体で一番応募件数が多かったのが、漢字の「伊予」で

２，４８０件、この中には難しい「豫」の「伊豫」を含めておりま

すが、全体の７９．２％の応募数を占めております。２番目には平

仮名の「いよ」で１３３件、全体の４．２％、３番目が「伊予灘」

で８３件、全体の２．７％、次が「中予」で８２件、全体の２．

６％という結果になっております。 

         また、右の欄に各市町別で集計をしておりますけれども、伊予市

内で応募をした結果、一番多かったのが漢字の「伊予」で２，０２

７件、伊予市の総応募数２，３９８点のうち８４．５％を占めてお

ります。２番目が平仮名の「いよ」で９８件、総応募数に対しまし

て４．１％、３番目が「伊予灘」で３４件の１．４％という結果に

なっております。 

         続きまして、中山町では漢字の「伊予」が２７９件ありまして、

中山町の総応募数４０６件のうち６８．７％を占めております。２

番目が平仮名の「いよ」で２６件の６．４％、３番目が「中予」で

２４件の５．９％という結果となりました。 

         次に、双海町におきましては、１番目が漢字の「伊予」で１７３
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件ありまして、総応募数３２５件のうち５３．２％を占めておりま

す。２番目が「伊予灘」で４３件の１３．２％、３番目が「中予」

で２７件、８．３％という結果となっております。 

         続いて、８ページをお開きください。ここには第３回目の協議会

におきましてご報告いたしました選考基準を載せております。 

         （１）選定方法といたしまして、新市の名称の候補を応募された

作品の中から３つを選考して、この協議会において決定する。 

（２）選定に当たっての留意事項につきまして、住民がどのよう

な新市の名称を望んでいるのかという意向を反映するために、応募

数を最も重要な選考基準とする。ただし、３名称すべてを応募数の

多い順番に選考するのではなく、新市にふさわしい名称がある場合

には協議により選考する。 

（３）決定方法でございます。協議により決定することを基本と

し、決まらない場合には委員の投票とする。 

         次に、参考といたしまして、名称についての決まり、留意事項を

載せております。 

         続いて９ページには、新市名の取り扱いに関する注意事項を実例

をもとにお示ししたものでございます。この注意事項をもとに先ほ

ど申し上げました一覧表の備考欄にバツ印、三角印、四角印をつけ

ております。 

         以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

  中村議長   ただいま事務局から、いわゆる公募の結果の報告とこれからの選

び方についての説明がありましたが、このことについて皆さんのご
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質問、ご意見をいただきたいと思います。 

         はい、上岡委員さん。 

 

  上岡委員   すいません。中山の上岡です。 

１番になっております「伊予」という文字なんですけれども、難

しい方の「伊豫」とそれから略した「伊予」とがあるんですけれど

も、これは一緒に考えてもよろしいんでしょうか。それとも、出さ

れるというか、書かれた方にやはりこちらの方っていう何か意図が

るんだったら、やはりここは分類した方がいいんではなかろうかと

思うんですけれども、そこらあたりはいかがなもんでしょうか。 

 

  中村議長   事務局。 

 

  和田局長   応募された方はそれぞれの思い入れがあるかもしれませんけど

も、名称の問題としてこれは字体の問題、新字体か旧字体かという

問題で、名称の違いではないということになっておりますので、ど

ちらで書いても同じ名称、法的には全く同じ効果ということで、同

一名称という取り扱いになります。それで、これを違う名称として

取り扱うことができないために一緒に含めて集計しております。 

 

  中村議長   はい、どうぞ。 

 

  上岡委員   じゃあ、すいません、まだ決定でもないんですけど、もし「伊

豫」になった場合に、通常皆さんに書いていただくときには簡単な

方をできるだけ周知徹底の方になるんでしょうか。 
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  和田局長   はい。自治体の名称については、通常の字体を用いなさいという

指針がありますので、新しい書体で名称とするということになりま

す。 

 

  上岡委員   はい。わかりました。 

 

  中村議長   どうぞ、ご意見ください。選び方も含めてです。 

それでは、皆さんご意見もないんですが、当初、新市の名称、い

わゆる３点を選んでその中からいわゆる投票によるか、協議会で決

定をするということでもあったわけですが、そこまでする必要があ

るのかどうか、これも含めてひとつそれぞれご意見をいただきたい

と思います。 

特に、双海町、中山町さんが積極的に発言してください。 

 

  田中委員   中山の田中ですが、一応選考基準がありますので、やはり上位３

点を出した中で決めていくのが妥当ではないかと思いますんで、お

願いいたします。結果わかっとるようですけど、お願いいたしま

す。 

 

  中村議長   そしたら、双海町さんもそのような意見ですか。 

         それでは、上位３点ということではなかったわけで、いわゆるこ

の中で適当な名前を３点ということでいいんじゃないかなと思うん

ですが、そういう選び方によって絞っていくということでようござ

いましょうか。 
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         （「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい。それでは、３点まず選びたいと思います。 

         応募順序によりますと、１、２、３と４が「中予」となっており

まして、これが２．６％、「伊予灘」は２．７とこういうことにな

ってるので、このあたりをどういうふうに絞ったらいいかと思いま

すが。この２番目の「いよ」の仮名は４．２％、これを入れるべき

かどうか。 

順々に時間がたちますので、まず１番の「伊予」については、ま

ず１番選んでようございましょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい。それで、これはそれから漢字ですよ。 

２番目、平仮名にするか、３、４を選ぶか。 

それじゃ、どうもご意見もないようですが、上から３番目までに

しときます。「伊予」それから平仮名の「いよ」、３番目の「伊予

灘」。 

どうしましょうか。挙手でやりましょうか。投票しましょうか。

挙手でいいですか。ようございますか、皆さん。順番は１番からで

ようございましょうか。逆からいきましょうか。 

それでは、１番から諮ってまいります。数を数えますもんで、ち

ゃんと挙げてください。 

１番「伊予」に賛同の方は挙手を願います。 
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         （賛同者挙手） 

 

中村議長   はい、ありがとうございました。 

議長は挙げていませんけれども、１９名。中嶋さんいらっしゃい

ませんから、全員ということで「伊予」が決定されますが、それ

でようございましょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

  中村議長   はい。それでは、新市に名称につきましては、漢字の「伊予市」

とすることでご異議なしということでございますので、新市の名称

は「伊予市」と確認をさせていただきました。ありがとうございま

した。 

         次、まいります。 

         お昼になったわけですけれども、もう少し辛抱していただきたい

と思います。 

         協議第８号、これも継続協議でございました議員定数及び任期の

取扱いについてを議題としたいと思います。 

事務局説明をしてください。 

 

  坪内主任   それでは、１０ページをお開きください。 

         これは前回の協議会におきまして、３市町の議会で調整された案

を報告していただきましたが、定数について再度案を持ち寄って協

議するということで継続協議になっております協議題でございま
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す。 

記以降でございます。 

議員定数及び任期の取扱いについて。 

１は、前回協議会において報告されました調整案のうち特例措置

の取り扱いについては共通に確認をされましたので、その内容を記

述しております。 

１、議員定数の定数及び任期については、市町村の合併の特例に

関する法律に既定される特例措置は適用しない。 

２から３の事項が継続協議となっておりますので、人数のところ

を空白にしております。 

２が新市の議会議員の定数でございます。３が設置選挙に限り合

併前の３市町の区域ごとに選挙区を設け、各選挙区の定数は次のと

おりとする。伊予市の区域、中山町の区域、双海町の区域それぞれ

人数を空白にしております。 

以下、１１ページから１６ページまでは前回と同じ資料をつけて

おりますので、説明を省略させていただきます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

  中村議長   議員の定数特例及び在任特例は適用しない、新市の設置選挙にお

いては選挙区を設けるということは前回確認をしたところでござい

ます。 

新市の議員定数及び選挙区ごとの定数につきましては、前回伊予

市案は、議員定数２２人、選挙区は伊予市１４人、中山町４人、そ

して双海町４人という配分でございました。中山町もこれで同じで



 

 

  発言者               議題・発言内容 

-  - 74

ございましたが、双海町は議員定数２０人、選挙区はそれぞれ伊予

市１２人、双海町４人、中山町４人ということであったかと思いま

す。 

あれから日がたったわけでございますが、ここでその後の動きに

ついてそれぞれの議会の代表の皆さんからご報告をいただいて、本

日まとまらなければ次回へ持ち越したいと思いますので、ご意見を

出していただきたいと思います。 

何かありません。伊予市から。 

はい、伊予市どうぞ。 

 

  日野委員   継続審査になっておりました議員定数につきまして、その後伊予

市の合併対策特別委員会を招集いたしまして、慎重な審議をしてき

たところでございます。 

そこで出た数字というのは、まず人口格差ということもウエート

を置いて考えなければならないであろうという問題でございます。

問題が双海町さんが定員２０人の１２、４、４という案を提示をさ

れたわけでございますが、これでいきますと人口格差が２．２４倍

ということに相成るわけでありまして、この人口格差は２．０以下

にすべきであるというふうな意見が大勢を占めておりまして、前回

申し上げましたように、伊予市としては２２人の１４、４、４でお

願いをいたしたいということになりましたので、ご報告を申し上げ

ます。 

 

  中村議長   双海町、岡田委員さん。 
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岡田（博）委員  双海町の考えを述べさせてもらいます。 

         双海町は今回も２０名でというお答えをさせてもらうんですが、

先ほども財政計画のときに職員数を減らしますという、それもあり

ましたし、財政力の弱い自治体の寄り集まりですので、ここは議会

が率先するようにしてこういう財政の弱い自治体を守っていかない

かんという観点からも２０名と。それの２０名の、先ほど伊予市さ

んの考え、人口格差というのがありましたが、私らの考えた場合に

は各自治体２名ずつは均等配分と。あと１０と２と２とやったら人

口格差で今の人口の比例配分したんにマッチしてるんではなかろう

かと。 

こちらにちょっと私らの考えました資料というのを言わせてもら

いますが、この２０名の中で２名ずつの６名のけました１４名、こ

れを人口で割りますと、それで計算いたしました数が１２名、４

名、４名と……。すみません、１０名、２名、２名ということにな

りましたんで、今回も同じ数でございますが、前回と同じような答

えをさせていただきます。 

 

  中村議長   中山町さん、田中委員さん。 

 

  田中委員   中山町につきましても、前回と同じ人数の２２名ということでお

願いをしたいと思います。 

先ほど伊予市の方で言われましたように、人口格差の問題とまた

それぞれに住民の意見を聞くためには、当初でありますので、こう

いった形の中で２２名定員でお願いをしたらということになってお

ります。 
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それから、先ほどの双海の人が言いました人口の格差の計算方法

はちょっとおかしいんじゃないかという感じがいたしますので、そ

こらは私ではわかりにくいんですが、いかがでしょうか。 

 

  中村議長   はい。皆さん前回と何ら変わってないわけですので、きょうここ

        で議論をすることよりも、お互いにもう少し時間かけて話し合って

        ほしいと思いますので、この議員の定数、特に選挙区ごとの定数に

        ついては、各議会の再調整をお願いをいたしまして、再度協議を行

        うこととしたいと思います。 

この件につきましては、このような方針でご承認いただけますで

しょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

中村議長   はい。異議なしということでございますので、協議第８号につ

きましてはそのようにさせていただきます。 

次に、その他の議題になりますが、第５回協議会の日程につい

て、事務局、説明を求めます。 

今のこと。はい。 

 

  日野委員   先ほどの議員定数の件で、双海町さんが算定基礎についてお話し

        をいただいたんですが、ちょっと趣旨が、内容がわかりにくいんで

        すよ。どういうふうなことでこういうふうな線を出しましたという

        ことがもうひとつ理解しにくいので、そこらあたりをもうちょっと

        説明してもらったらという気がいたします。 
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  中村議長   そのことについては、後日それぞれで協議してください。ここで

はもう協議しませんから。はい、よろしいですか。 

それでは、次回の日程についてよろしくお願いします。 

 

和田局長   それでは、資料１７ページをお願いいたします。 

 次回の開催日程につきましては、日時は７月８日木曜日の午後２

時から、１４時からということで予定をさせていただきたいと考え

ております。場所は双海町ということで、会場等調整できましたら

また別途ご案内をさせていただきたいと考えております。 

それから、このページの下の表で開催予定ということで、さらに

第６回以降の開催予定、今後は最低月に２回程度確保したいと考え

ておりますので、あらかじめこういう日程でできればということで

予定として入れさせていただいております。その中で、第６回、こ

れ時間を、通常ですと午後２時というのが原則でありますけども、

７月２２日の第６回につきましては９時半から、午前９時半からと

いうことで、本日と同じように早朝からになりますけども、お願い

できたらと考えております。 

以上です。 

 

  中村議長   皆さん、ようございましょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

中村議長   はい。 
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       それでは、ひとつその点、よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

予定の議題はこれで終わったわけでございますが、この際にご意

見、ご質問がございましたら受けたいと思います。 

格別ないようでございましたら、本日はこれですべてを終了いた

しました。 

会議録署名委員さんは、会議録が調整できました段階でご連絡を

いたしますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

委員の皆さん方には、長時間大変ご苦労をかけました。ありがと

うございました。議長の職を解かせていただきます。 

 

  坪内主任   これをもちまして、第４回の会議を終了いたします。 

 皆様、ご起立をお願いいたします。 

 一同、礼。 

 どうもありがとうございました。 
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会議の経過を記載し、その内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 




